
政治倫理の確立に関す る決議 (案 )

嘉麻市政治倫理条例 については、合併年度の平成 18年度 に議員 自

らが提案者 とな り、地方 自治の本 旨に則 り、市民全体の奉仕者 として

政治倫理の確立に努 め、いや しくもその権限又は地位 による影響力を

不正に行使 して、自己及び親族又は特定の者の利益 を図ることのない

よ う必要な措置 を定めることにより、市政 に対す る市民の信頼 に応 え

るとともに、市民が市政に対す る正 しい理解 を持 ち、もつて公正で開

かれた民主的な市政 の運営 を確保す ることを 目的 として制定 された

条例であ ります。

その第 2条では、「市長等及び議員 は、市民の信頼 に値す る倫理性

を自覚 し、市民に対 し自ら進んでその高潔性 を実証 しなければな らな

い。」 と定め られてお ります。

しか し、政治倫理審査会の意見書で、昨年度の審査会の意見書の中

で指摘 した議員 1名 が国民年金への加入の義務 を怠っていた件 につい

て、本年度の資産等報告書には記載がな く、審査会 として当該議員に

照会 を して も期限までに回答が得 られず、条例第 2条 の趣 旨に反す る

ので、速やかに所要の行動をとられ ることを強 く求めるとの厳 しい指

摘がな されたことは、誠 に遺憾であ ります。

また、一部市民の皆様か らも、議員 1名 の資産等報告書に対す る住

宅新築資金の滞納、借入金の未記入、さらには国民年金未納の問題 に

ついて 63人 の連署をもつて政治倫理審査会に審査請求がな されてお

るところであ ります。

さらには、議会に対 しても、政治倫理条例に違反 した行為 に対 して、

自浄作用 を求めるとの要請 もあつてお ります。

これ らの指摘は、公職の立場 にある議員 としての 自覚、さらには議

会 としての 自浄作用を促す ものであ ります。

よって、嘉麻市議会 としては、指摘 を受けた議員 には、信頼 を回復

すべ く、自ら誠意な態度 をもつて対応す ることを強 く求めるとともに、

上記 の指摘 を議員個人の問題 としてだけ捉 えるのではな く、議会全体

の問題 として捉 え、政治倫理条例の 目的である、市民の信頼 に値す る

倫理性 を自覚 し、市民に対 し自ら進 んでその高潔性 を実証すべ く、公

職の立場にある議員 としての役割 を再確認す るとともに、慣れ合いに

なることな く、議員相互間でチェックをし合いなが ら、政治倫理の確

立のため一層の努力をす るものであ ります。

以上、決議す る。


